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令和８年度 大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託仕様書 

 

この仕様書は市川市（以下「委託者」という。）が委託する下記の業務に関して、受託者

が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

1. 件  名 令和８年度 大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託 

 

2. 業務目的 本業務は、市内の事業所等において発生する、ばい煙、悪臭、特定粉じん 

  について調査分析を行い、大気汚染防止法、悪臭防止法、市川市環境保全 

  条例で定める基準に適合しているかを確認することを目的とする。 

 

3. 委託場所 市川市南八幡２丁目２０番２号 市川市環境部生活環境保全課 

 

4. 委託期間 令和８年６月１日 より 令和９年３月２３日 まで  

 

5. 受託者の条件 受託者は、都道府県計量行政機関にて環境計量証明事業（濃度）の登録が 

  あるとともに、公益社団法人におい・かおり環境協会が「臭気測定認定 

  事業所」に認定している者であること。 

 

6. 業務内容 

(1) ばい煙分析（予定数量 １事業所×１検体＝１検体） 

① 調査項目（１検体当たり） 

1) 基礎項目 

(ｱ) 湿り排出ガス量 (ｲ) 乾き排出ガス量 (ｳ) 排出ガス温度 

(ｴ) 排出ガス水分量 (ｵ) 排出ガス流速 (ｶ) 排出ガス CO2濃度 

(ｷ) 排出ガス O2濃度 (ｸ) 排出ガス CO 濃度 (ｹ) 排出ガス N2濃度 

(ｺ) 空気比   

2) ばいじん濃度 

3) 硫黄酸化物濃度 

4) 窒素酸化物濃度 

5) 塩化水素濃度（廃棄物焼却炉の場合のみ） 

※ 上記に示す 1)～5)の調査項目の測定に関連する必要な調査（煙道の

形状・寸法等）を含むものとする。 

② 調査方法 

1) 試料採取 

 委託者立会いのもと対象施設の煙道から採取することとする。 

2) 分析 

 以下に示す方法によるものとする。 

(ｱ) ばいじん濃度 ：ＪＩＳ Ｚ８８０８ 

(ｲ) 硫黄酸化物濃度 ：ＪＩＳ Ｋ０１０３ 

(ｳ) 窒素酸化物濃度 ：ＪＩＳ Ｋ０１０４ 

(ｴ) 塩化水素濃度 ：ＪＩＳ Ｋ０１０７ 

③ 結果の報告 
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 下記の事項を取りまとめた報告書（Ａ４サイズ）を１部作成し、提出する。 

1) 計量証明書 

2) 測定結果表（計算書を含む） 

3) 現場の状況の記録（日時、気象、測定者、現場の地点図、現場の写真） 

4) 煙道の形状・寸法 

 

(2) 悪臭分析 

① 予定回数及び測定場所 

 予定回数及び測定場所の組み合わせについては、表１のとおり。ただし、測

定対象の事業所によって、測定場所の組合せを変更する場合がある。測定項目

の詳細については、別紙１のとおり。 

 

表１：測定場所の組み合わせ及び予定回数 

組合せ 

番号 
測定場所の組合せ 

予定 

回数 

１ 敷地境界Ａ １回 

２ 敷地境界Ａ＋排出口Ｄ ２回 

３ 敷地境界Ａ＋敷地境界Ｂ＋敷地境界Ｃ＋排出口Ｄ＋排出口Ｅ １回 

合計 ４回 

 

② 調査方法 

1) 試料採取 

(ｱ) 受託者が表１から指定する組み合わせごとに試料を採取するものと

する。なお、委託者が希望した場合は、委託者の立ち合いのもと採取

するものとする。 

(ｲ) 敷地境界の試料採取は真空ビン、吸引ビンまたは試料採取袋を用い、

排出口の試料採取は試料採取袋によるものとする。 

(ｳ) 表１における組合せ番号１については、委託者が試料の採取を行う

ことができるものとする（予定回数１回）。委託者が採取を行う場合

は、受託者は真空ビン、風向風速計等必要な機材一式を委託者に貸与

し、採取した試料は原則として委託場所まで受託者が受取りに来る

ものとする。 

(ｴ) 採取した試料は当日に分析にかけることを原則とするが、午後又は

夜間の採取のためやむを得ない場合は採取した翌日の午前中までに

分析を行うものとする。 

2) 分析方法 

(ｱ) 「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」(平成７年環境庁告示第６

３号) ※改定：平成 28 年 8 月 19 日 環境省告示 79 号 

(ｲ) 「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和 47 年環境庁告示第 9号) 

※改正：令和 2 年 1 月 23 日 環境省告示 8 号 

 

③ 結果の報告 
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 下記の事項を取りまとめた報告書（Ａ４サイズ）を１部作成し、提出する。 

1) 調査結果報告書 

 下記の事項について調査結果を取りまとめ報告すること。尚、(ｵ)～(ｸ)

は測定を行ったセット項目により結果を取りまとめること。 

(ｱ) 試料採取時の気象状況（天候、気温、湿度、風向、風速） 

(ｲ) 臭質等の記録 

(ｳ) 試料の採取日時、測定者、採取地点及び採取方法、現場の写真 

(ｴ) 規制基準値との比較による適否判定（規制基準値のあるものに限る。） 

(ｵ) 臭気測定結果及び嗅覚測定法試験結果報告書 

(ｶ) 臭気指数（臭気濃度） 

(ｷ) 特定悪臭物質測定結果一覧表及び特定悪臭物質測定結果報告書 

2) 業務実施状況写真 

④ 緊急試料採取 

 悪臭の発生状況によっては、緊急に試料採取が必要となる場合があり、委託

者は予告なしにこの試料採取の日時を指示できるものとする。この場合、受託

者は誠意を持って、できるだけ速やかに対応するものとする。 

⑤ 試料採取に係る貸与物品 

 委託者が、貸与を受けた物品を誤って破損させてしまった場合は、委託者は

その損害賠償の責を負わないものとする。 

 

(3) 特定粉じん排出等作業中の漏洩監視（予定回数 １回） 

① 調査項目（１回当たり） 

 集じん・排気装置の排気口での漏洩監視 

② 調査方法 

1) 測定方法、測定機器等については、厚生労働省及び環境省の定める「建築

物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底

マニュアル」の最新版に基づき、特定粉じん排出等作業中の排気口で委託

者立会いのもと漏洩監視を行うものとする。 

2) 測定時間は、集じん・排気装置を稼動した後、作業開始前に１０分程度と

する（作業開始前点検と並行して実施。）。その後、除去作業が開始された

ことを確認した上で測定を開始し、アスベスト除去量が最も多いと考え

られる作業を含む２時間連続測定を行う。ただし、現場の状況に応じて測

定時間を変更する場合、その理由を委託者に報告し、承諾を得るものとす

る。 

3) 受託者は漏洩を確認又は、その恐れがある場合は、速やかに委託者に報告

すること。 

③ 結果の報告 

 下記の事項を取りまとめた報告書（Ａ４サイズ）を１部作成し、提出する。 

1) 粉じん等の濃度測定結果 

2) 現場の状況の記録（日時、気象、測定者、測定機器、現場の地点図、現場

の写真） 

 

7. 技術者の適切な配置 
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 前項「(1) ばい煙分析」・「(2) 悪臭分析」における試料採取、及び「(3) 特定粉じん

排出等作業中の漏洩監視」（以下、「試料採取及び漏洩監視」という。）並びに打合せ・

協議においては、作業方法の判断ができる技術力及び必要な技能を有する者を次のよ

うに配置するものとする。 

(1) 業務責任者は、業務委託契約約款第 7 条で示す業務責任者のことを指し、主任技術

者及び業務担当者との兼務は不可とする。 

(2) 主任技術者等とは、主任技術者及び業務担当者を総称していう。 

(3) 主任技術者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者であり、前項「(2) 

悪臭分析」（試料採取）の業務において、悪臭防止法における「臭気指数等に係る

測定の業務に従事する者（臭気判定士）」の資格を有する者であること。また、試

料採取及び漏洩監視について、それぞれ３年以上の実務経験を有し、下記の事項を

適切に行うことができる者とする。 

① 委託者との打合せ・協議及び調整 

② 業務担当者の人選及び適切な配置 

③ 業務担当者に対する指揮命令及び指導・教育 

④ 労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令の遵守 

⑤ 業務担当者及び第三者に対する安全管理 

(4) 業務担当者は、試料採取及び漏洩監視について、それぞれ１年以上の実務経験を有

し、主任技術者のもとで業務を担当する者とし、主任技術者との兼務は不可とする。 

 

8. 共通事項 

(1) 業務実施日及び業務時間 

① 委託者及び関係機関との打合せ・協議並びに連絡・報告は、原則として、土曜、

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び委託者が規定する年末

年始休日を除く平日の午前９時から午後５時までとする。ただし、当該業務に

おける事故、苦情等については、当日、直ちに委託者に報告するものとする。 

② 試料採取・引渡し、漏洩監視を行う日時及び場所は、以下に示すとおりとする。 

1) 試料採取・引渡し、漏洩監視に係る日時は、委託者が指定するものとする。 

2) 詳細な試料採取・引渡し場所については、対象事業所が確定後、委託者が

指定する場所とする。 

3) 対象の現場の都合等により、指定日、指定時間帯、指定場所の変更がある

場合、又は、当日の天候、現場の状況等で業務が実施できない場合につい

ては、委託者と受託者が協議し、新たに指定日、指定時間、指定場所を決

定するものとする。 

(2) 提出書類及び報告書（成果品） 

 提出が必要な書類の取り揃えは下記の通りとする。なお、①-1),2),3) 及び ③

については別紙２に記載の様式で提出すること。 

① 業務開始前（契約の始期）の提出書類 

1) 着手届 

2) 業務責任者通知書 

※ 業務委託契約約款第 7条第３項で示す通知書のこと指す。 

3) 主任技術者等選任届 

※ 受託者は、試料採取及び漏洩監視を行う者の中から主任技術者等を定
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め、業務委託契約約款第７条で定める監督職員に届け出るものとする。

また、主任技術者等を変更した場合も同様とする。 

※ 「7. 技術者の適切な配置」により選任した者を含む主任技術者等の

名簿及び当該業務に必要な資格の写し、または能力・経歴を証明する

ものを書面で提出するものとする。 

4) 緊急時連絡体制表 

5) 標準作業手順書（ＳＯＰ） 

② 報告書（成果品） 

 受託者は、毎業務終了後３０日以内に、「6. 業務内容」に示す報告書等を作

成し、提出するものとする。ただし、委託者が速報値等を求めた場合は、委託

者が指定する日時までに報告するものとする。全業務終了後、業務ごとの結果

の一覧を作成し、委託期間中に提出するものとする。 

③ 完了届 

 全ての業務が完了した後に、委託期間終了日までに提出するものとする。 

 

9. その他 

(1) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務

の改善を受託者に求めることができる。 

(2) 受託者は、業務の履行に当たり必要な場合には、受託者の責において駐車場を確保

すること。 

(3) 受託者は、業務の履行に伴って、事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警

察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 

(4) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、

委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなけれ

ばならない。 

(5) 受託者は、業務の履行による個人情報の取り扱いに当たっては、個人情報の保護に

関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければな

らない。 

(6) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、業務

に当たっての資料及び成果物は、全て委託者に帰属するものとし、委託者の許可な

くして公表、貸与、複写及び他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様と

する。 

(7) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

(8) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都

度協議の上、決定するものとする。  
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【別紙１】調査項目 

 

 

 
測定場所 敷地境界 排出口 

測定項目 
 Ａ 

(1 項目) 

Ｂ 

(10 項目) 

Ｃ 

(12 項目) 

Ⅾ 

(1 項目) 

Ｅ 

(13 項目) 

測定回数 ４回 １回 １回 ３回 １回 

臭

気 

臭気濃度 ※１ 

（臭気指数） 
○ 

  
○ 

 

特

定

悪

臭

物

質 

ｱﾝﾓﾆｱ  ○   ○ 

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ  ○    

硫化水素  ○   ○ 

硫化ﾒﾁﾙ  ○    

二硫化ﾒﾁﾙ  ○    

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ  ○   ○ 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○   

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○  ○ 

ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○  ○ 

ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○  ○ 

ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○  ○ 

ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ   ○  ○ 

ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ   ○  ○ 

酢酸ｴﾁﾙ   ○  ○ 

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ   ○  ○ 

ﾄﾙｴﾝ   ○  ○ 

ｽﾁﾚﾝ   ○   

ｷｼﾚﾝ   ○  ○ 

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸  ○    

ﾉﾙﾏﾙ酪酸  ○    

ﾉﾙﾏﾙ吉草酸  ○    

ｲｿ吉草酸  ○    

 

※１ 臭気指数分析に関連する「試料採取時の気象状況」「臭質」を含むものとする。 

※１ 臭気濃度については、臭気指数の測定結果から算出するものとする。 
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【別紙２】提出書類書式 (1/4)  
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【別紙２】提出書類書式 (2/4) 
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【別紙２】提出書類書式 (3/4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

1. 資格を証明する書類の写し及び実務経験を証明する書類の写し 

2. 複数の主任技術者等を選任した場合は、別途添付すること 
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【別紙２】提出書類書式 (4/4)  

 
 


